
第
６
回

幌
延
町
議
会

（
定
例
会
）

　
第
6
回
幌
延
町
議
会
（
定
例

会
）
は
9
月
17
日
に
開
会
さ
れ
、

認
定
7
件
、
報
告
3
件
、
同
意

2
件
、
議
案
9
件
を
原
案
ど
お

り
可
決
し
、
9
月
18
日
に
閉
会

し
ま
し
た
。

　
議
決
さ
れ
た
案
件
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

▽
認
定
第
1
号
～
7
号

・
平
成
30
年
度
幌
延
町
一
般
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ

い
て

・
平
成
30
年
度
幌
延
町
立
診
療

所
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定
に
つ
い
て

・
平
成
30
年
度
幌
延
町
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て

・
平
成
30
年
度
幌
延
町
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

・
平
成
30
年
度
幌
延
町
介
護
保

険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定
に
つ
い
て

・
平
成
30
年
度
幌
延
町
簡
易
水

道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て

・
平
成
30
年
度
幌
延
町
下
水
道

事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定
に
つ
い
て

　
詳
細
は
、
広
報
誌
10
月
号
4

～
7
ペ
ー
ジ
の
「
幌
延
町
の
家

計
簿 

平
成
30
年
度
決
算
報
告
」

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

▼
報
告
第
1
号

　
平
成
30
年
度
決
算
に
基
づ
く

幌
延
町
財
政
健
全
化
判
断
比
率

の
報
告
に
つ
い
て

　
幌
延
町
財
政
健
全
化
判
断
比

率
に
つ
い
て
報
告
し
ま
し
た
。

▼
報
告
第
2
号

　
平
成
30
年
度
決
算
に
基
づ
く

幌
延
町
公
営
企
業
会
計
資
金
不

足
比
率
の
報
告
に
つ
い
て

　
簡
易
水
道
事
業
お
よ
び
下
水

道
事
業
の
各
特
別
会
計
に
お
け

る
資
金
不
足
比
率
に
つ
い
て
報

告
し
ま
し
た
。

　　
報
告
第
１
号
、
第
２
号
の
詳

細
は
、
広
報
誌
10
月
号
8
ペ
ー

ジ
の
「
平
成
30
年
度 

財
政
健

全
化
判
断
比
率
等
の
公
表
」
を

ご
参
照
く
だ
さ
い
。

▼
報
告
第
３
号

　
平
成
30
年
度
幌
延
町
各
会
計

決
算
審
査
特
別
委
員
会
審
査
結

果
の
報
告
に
つ
い
て

　
平
成
30
年
度
幌
延
町
各
会
計

決
算
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
平

成
30
年
度
幌
延
町
各
会
計
決
算

審
査
特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、

審
査
の
結
果
、
全
て
の
会
計
に

お
け
る
決
算
に
つ
い
て
、
認
定

す
る
と
決
定
し
た
こ
と
に
つ
い

て
報
告
し
ま
し
た
。

▽
同
意
第
１
号

　
教
育
委
員
会
教
育
長
の
任
命

に
つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て

　
教
育
委
員
会
教
育
長
の
任
命

に
つ
い
て
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

〇
木
澤　
瑞
浩
（
幌　
延
）

　
任
期

　
自 

令
和
元
年
10
月
1
日

　
至 

令
和
４
年
9
月
30
日

▽
同
意
第
２
号

　
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に

つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て

　
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に

つ
い
て
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

〇
前
田　
雅
信
（
問
寒
別
）

　
任
期

　
自 

令
和
元
年
10
月
1
日

　
至 

令
和
5
年
9
月
30
日

▼
議
案
第
1
号

　
幌
延
町
東
ケ
丘
ス
キ
ー
場
設

置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

　
幌
延
町
東
ケ
丘
ス
キ
ー
場
に

管
理
棟
を
設
置
す
る
こ
と
に
伴

い
、
管
理
棟
を
使
用
す
る
場
合
、

事
前
に
教
育
委
員
会
の
許
可
を

受
け
る
こ
と
、
使
用
料
金
を
設

定
す
る
こ
と
な
ど
、
設
置
条
例

を
一
部
改
正
し
ま
し
た
。

▼
議
案
第
2
号

　
幌
延
町
家
庭
的
保
育
事
業
等

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
家
庭
的
保
育
事
業
者
な
ど
が
、

連
携
施
設
を
確
保
し
な
い
こ
と

が
で
き
る
経
過
措
置
期
間
を
5

年
か
ら
10
年
に
延
長
す
る
な
ど

条
例
を
一
部
改
正
し
ま
し
た
。
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